
～ お知らせ ～
10月1日より救急講習の指導内容が「ガイドライン2020」に
変更になります。毎月9日に北見消防署で救命講習会を開催して
います!

救命講習問い合わせ先:(0157)-33-3733
※平日：9：00から17：00まで
北見地区消防組合消防本部 救急企画課

（北見地区消防組合救急ワークステーション)

近年、救急車の出動件数・搬送人員数は全国的に増加傾向にあり、救急隊の
現場までの到着時間も遅くなっています。
また、救急車で搬送された人の約半数が入院を必要としない軽症という現状も
あります。
地域の限られた救急車を有効に活用し、緊急性の高い症状の傷病者にできる
だけ早く救急車が到着できるようにするため、「救急車の適時・適切な利用」が必
要です。

総務省消防庁：「救急車を上手に使いましょう」


